




 

神奈川県内において、昭和 57年 1 月より 12 月までの 1年間に検案・解剖が行われた交通

事故死を除く警察扱いの変死体の総数は 3,326 体であり、その内 2 歳以下の変死体は 49

体であった。これら変死体の殆んどが法医学専攻の医師により取扱われており、取扱い機

関別に分類すると、A大学 14 体、B大学 7体、C大学 5体、D大学 1体、E大学で法医学を

専攻し、横浜市内での自宅開業医 20 体、その他(臨床医)2 体である。 

 これらを死因別に分類すると、呼吸器系によるもの 14 体、循環器系によるもの(心奇形

及び川崎病)2 体、吐物吸引によるもの 13 体、鼻口圧迫によるもの 6 体、その他によるも

の(溺死、絞死等)8体及び SIDS 6 体であり、49 体の取扱い機関別と死因別分類の関係は、

表 1で示される。表 1より取扱い機関による死因の診断の傾向を読みとることが出来る。 

 これらの中で SIDSとの関係が特に問題となる死因と変死者の生後月数の分類の関係は、

表 2、表 3、表 4で示される。これらの表から明らかなように、鼻口圧迫によるもの、吐物

吸引によるものに特に検討を要するものが多い。 

 また明らかにSIDS と診断されているものは、生後1ヵ月の男性 2体、4ヵ月の女性 1体、

11 ヵ月の男性 2 体、1 年 7 ヵ月の男性 1 体、合計 6体であり、SIDS と診断しているのは、

全て 30 歳代、40 歳代の法医学専攻者であり、2機関においてのみである。 

 上記の傾向を検討した結果、昭和 56年度に調査、検討した際と同様の傾向が認められた。 

 したがって、今後とも全ての死因に対するより深い検討と SIDS に対する意見の統一の必

要性を痛感した。 


